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規 則 

 

三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 七 年 三 月 三 十 一 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之  

三 重 県 規 則 第 三 十 四 号  

三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 規 則 （ 令 和 二 年 三 重 県 規 則 第 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 随 意 契 約 ）  

第 百 六 十 七 条  令 第 二 十 一 条 の 十 三 第 一 項 第 一 号 に 規 定

す る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 契 約 の 種 類 に 応 じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

一  工 事 又 は 製 造 の 請 負  四 百 万 円  

二  財 産 の 買 入 れ  三 百 万 円  

三  物 件 の 借 入 れ  百 五 十 万 円  

四  財 産 の 売 払 い  百 万 円  

五  物 件 の 貸 付 け  五 十 万 円  

六  前 各 号 に 掲 げ る も の 以 外 の も の  二 百 万 円  

２  （ 略 ）  

（ 随 意 契 約 ）  

第 百 六 十 七 条  令 第 二 十 一 条 の 十 三 第 一 項 第 一 号 に 規 定

す る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 契 約 の 種 類 に 応 じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

一  工 事 又 は 製 造 の 請 負  二 百 五 十 万 円  

二  財 産 の 買 入 れ  百 六 十 万 円  
三  物 件 の 借 入 れ  八 十 万 円  

四  財 産 の 売 払 い  五 十 万 円  

五  物 件 の 貸 付 け  三 十 万 円  

六  前 各 号 に 掲 げ る も の 以 外 の も の  百 万 円  

２  （ 略 ）  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 七 年 三 月 三 十 一 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之  

三 重 県 規 則 第 三 十 五 号  

三 重 県 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 会 計 規 則 （ 平 成 十 八 年 三 重 県 規 則 第 六 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 随 意 契 約 ）  

第 七 十 三 条  令 第 百 六 十 七 条 の 二 第 一 項 第 一 号 の 規 則 で

定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 契 約 の 種 類 に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

一  工 事 又 は 製 造 の 請 負  四 百 万 円  

二  財 産 の 買 入 れ  三 百 万 円  

三  物 件 の 借 入 れ  百 五 十 万 円  

四  財 産 の 売 払 い  百 万 円  

五  物 件 の 貸 付 け  五 十 万 円  

六  前 各 号 に 規 定 す る も の 以 外 の も の  二 百 万 円  

２  （ 略 ）  

（ 随 意 契 約 ）  

第 七 十 三 条  令 第 百 六 十 七 条 の 二 第 一 項 第 一 号 の 規 則 で

定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 契 約 の 種 類 に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

一  工 事 又 は 製 造 の 請 負  二 百 五 十 万 円  

二  財 産 の 買 入 れ  百 六 十 万 円  

三  物 件 の 借 入 れ  八 十 万 円  

四  財 産 の 売 払 い  五 十 万 円  

五  物 件 の 貸 付 け  三 十 万 円  

六  前 各 号 に 規 定 す る も の 以 外 の も の  百 万 円  

２  （ 略 ）  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
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企業庁管理規程 

 

三 重 県 企 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 七 年 三 月 三 十 一 日  

三 重 県 企 業 庁 長   河   北   智   之    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 七 号  

三 重 県 企 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 企 業 庁 会 計 規 程 （ 平 成 十 九 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 随 意 契 約 ）  

第 百 六 十 四 条  令 第 二 十 一 条 の 十 三 第 一 項 第 一 号 の 管 理

規 程 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 契 約 の 種 類 に 応

じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

一  工 事 又 は 製 造 の 請 負  四 百 万 円  

二  財 産 の 買 入 れ  三 百 万 円  

三  物 件 の 借 入 れ  百 五 十 万 円  

四  財 産 の 売 払 い  百 万 円  

五  物 件 の 貸 付 け  五 十 万 円  

六  前 各 号 に 掲 げ る も の 以 外 の も の  二 百 万 円  

２  （ 略 ）  

（ 随 意 契 約 ）  

第 百 六 十 四 条  令 第 二 十 一 条 の 十 三 第 一 項 第 一 号 の 管 理

規 程 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 契 約 の 種 類 に 応

じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

一  工 事 又 は 製 造 の 請 負  二 百 五 十 万 円  

二  財 産 の 買 入 れ  百 六 十 万 円  
三  物 件 の 借 入 れ  八 十 万 円  

四  財 産 の 売 払 い  五 十 万 円  

五  物 件 の 貸 付 け  三 十 万 円  

六  前 各 号 に 掲 げ る も の 以 外 の も の  百 万 円  

２  （ 略 ）  

   附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

病院事業庁管理規程 

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 七 年 三 月 三 十 一 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   河   合   良   之  

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 七 号  

三 重 県 病 院 事 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 病 院 事 業 庁 会 計 規 程 （ 平 成 十 九 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 随 意 契 約 ）  

第 百 三 十 三 条  令 第 二 十 一 条 の 十 三 第 一 項 第 一 号 の 管 理

規 程 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 契 約 の 種 類 に 応

じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

一  工 事 又 は 製 造 の 請 負  四 百 万 円  

二  財 産 の 買 入 れ  三 百 万 円  

三  物 件 の 借 入 れ  百 五 十 万 円  

四  財 産 の 売 払 い  百 万 円  

五  物 件 の 貸 付 け  五 十 万 円  

六  前 各 号 に 規 定 す る も の 以 外 の も の  二 百 万 円  

２  （ 略 ）  

（ 随 意 契 約 ）  

第 百 三 十 三 条  令 第 二 十 一 条 の 十 三 第 一 項 第 一 号 の 管 理

規 程 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 契 約 の 種 類 に 応

じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

一  工 事 又 は 製 造 の 請 負  二 百 五 十 万 円  

二  財 産 の 買 入 れ  百 六 十 万 円  

三  物 件 の 借 入 れ  八 十 万 円  

四  財 産 の 売 払 い  五 十 万 円  

五  物 件 の 貸 付 け  三 十 万 円  

六  前 各 号 に 規 定 す る も の 以 外 の も の  百 万 円  

２  （ 略 ）  
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   附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
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